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3 １月
広報

度
の
実
績
で
は
、
支
払
件
数
は

３
万
８
９
８
０
件
、
支
払
額
で

７
１
４
８
万
５
０
２
３
円
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

　

保
育
料
に
つ
き
ま
し
て
も
、
平
成

27
年
度
か
ら
、
世
帯
の
階
層
区
分
を

大
き
く
見
直
し
、
保
育
料
の
上
限
額

を
抑
え
な
が
ら
も
、
中
間
所
得
世
帯

の
保
育
料
の
軽
減
を
図
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　

次
に
、
特
定
健
診
と
特
定
保
健
指

導
に
つ
い
て
は
、
医
療
保
険
者
ご
と

に
、
40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
年
齢
層

に
実
施
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
対
象
者
を
30
歳
ま
で

に
拡
充
し
、
平
成
21
年
度
か
ら
は
無

料
化
し
て
お
り
ま
す
。　

　

平
成
25
年
度
、
地
域
保
健
・
健
康

増
進
事
業
報
告
に
よ
る
受
診
率
は
、

特
定
健
診
で
、
42
．
７
％
、
と
な
っ

て
い
る
ほ
か
、
胃
が
ん
等
の
が
ん
検

診
に
お
い
て
も
、
県
平
均
の
受
診
率

よ
り
も
高
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。　

　

今
後
も
、
健
康
寿
命
の
延
伸
を
め

ざ
し
て
、
さ
ら
な
る
健
康
づ
く
り
対

策
を
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
28
年
度
か
ら
は
、
無

料
で
実
施
し
て
い
る
人
間
ド
ッ
ク
の

対
象
年
齢
を
70
歳
か
ら
74
歳
の
国
民

健
康
保
険
加
入
者
へ
の
拡
大
と
、
が

ん
検
診
の
精
密
検
査
助
成
事
業
を
計

画
し
て
い
ま
す
。

　

ゴ
ミ
収
集
箱
に
つ
い
て
は
、
平
成

27
年
度
と
28
年
度
の
２
ヶ
年
で
計
画

的
に
更
新
及
び
新
設
す
る
予
定
で
お

り
、
小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク

ス
に
つ
い
て
は
、
役
場
本
庁
舎
他
２

箇
所
に
設
置
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。
今
後
も
、
安
全
で
快
適
な
生
活

環
境
の
確
保
に
引
き
続
き
努
め
て
ま

い
り
ま
す
。

　

次
に
、
私
が
、
町
長
に
就
任
し

た
平
成
21
年
度
か
ら
実
施
し
て
き

ま
し
た
高
利
率
町
債
の
繰
上
償
還

に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
平
成

27
年
度
ま
で
の
償
還
額
の
総
額

は
、
23
億
３
９
３
万
２
千
円
と
な

り
、
こ
れ
に
よ
る
利
子
軽
減
額
は
、

２
億
５
２
３
８
万
３
千
円
と
な
っ
た

ほ
か
、
平
成
28
年
度
に
お
い
て
も
、

１
億
１
９
１
０
万
円
の
繰
上
償
還
を

予
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。

　

厳
し
い
財
政
事
情
の
中
で
も
、
後

世
に
負
担
を
で
き
る
だ
け
残
す
こ
と

が
な
い
よ
う
、
健
全
な
財
政
運
営
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

次
に
学
校
教
育
関
係
に
お
い
て
は

平
成
27
年
４
月
１
日
、
新
東
北
町
立

東
北
中
学
校
が
誕
生
し
、
新
た
な
校

舎
で
の
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
と
こ
ろ

で
あ
り
、
平
成
28
年
度
に
は
、
隣
接

地
に
柔
剣
道
場
２
面
を
有
す
る
武
道

館
を
建
設
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。

　

次
に
、
東
北
町
立
小
学
校
の
統
合

に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
上
北
地

区
の
小
学
校
の
統
合
に
つ
い
て
は
、

第
一
小
学
校
と
小
川
原
小
学
校
を
上

北
小
学
校
に
統
合
し
校
舎
の
位
置

は
、
現
上
北
小
学
校
と
す
る
こ
と
、

東
北
地
区
の
小
学
校
に
つ
い
て
は
、

蛯
沢
小
学
校
・
千
曳
小
学
校
・
水
喰

小
学
校
の
３
校
を
統
合
し
、
統
合
小

学
校
の
位
置
を
蛯
沢
小
学
校
の
現
有

地
と
す
る
こ
と
と
し
、
統
合
小
学
校

に
つ
い
て
は
今
後
、そ
れ
ぞ
れ
改
修
、

改
築
す
る
計
画
で
あ
り
ま
す
。

　

学
力
向
上
に
つ
き
ま
し
て
は
、
生

き
る
力
を
知
の
側
面
か
ら
捉
え
た
、

確
か
な
学
力
を
着
実
に
定
着
さ
せ
る

こ
と
が
、
学
校
教
育
に
お
け
る
最
重

要
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、

平
成
25
年
度
に
策
定
し
た
第
二
次
学

力
向
上
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に
基
づ

き
、
学
力
向
上
の
た
め
の
施
策
を
展

開
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

次
に
、
都
市
再
生
事
業
で
実
施
し

て
き
ま
し
た
、
花
切
橋
が
平
成
28
年

内
に
完
成
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
る

ほ
か
、「
地
域
ミ
ニ
計
画
事
業
」
に

つ
き
ま
し
て
は
、
未
整
備
個
所
が
い

ま
だ
相
当
数
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
今
後
も
継
続
、
実
施
し
て
行
き

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

農
林
水
産
業
で
は
、
六
次
産
業
化

の
取
り
組
み
と
し
て
、
実
施
し
て
お

り
ま
す
、
地
方
創
生
先
行
型
事
業
の

実
績
を
検
証
し
な
が
ら
農
水
産
物
の

加
工
及
び
販
路
拡
大
等
に
取
組
む
組

織
に
対
し
て
の
支
援
を
進
め
る
と
共

に
、
良
品
質
な
農
産
物
の
安
定
生
産

に
向
け
た
「
健
康
な
土
づ
く
り
の
た

め
の
高
品
質
な
堆
肥
の
投
入
に
対
す

る
支
援
を
継
続
し
、
町
特
産
品
の
生

産
と
持
続
性
の
高
い
産
地
づ
く
り
に

よ
る
ブ
ラ
ン
ド
化
の
推
進
を
図
っ
て

ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
25
年
度
か
ら
事
業
実

施
し
て
来
ま
し
た
、
籾
・
乾
燥
・
調

製
施
設
で
あ
り
ま
す
「
小
川
原
ラ
イ

ス
セ
ン
タ
ー
」
が
昨
年
８
月
に
完
成

し
、
平
成
27
年
度
米
か
ら
稼
働
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
５
年
間
実
施

し
て
き
ま
し
た
、
水
産
多
面
的
機
能

発
揮
対
策
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、

小
川
原
湖
の
水
質
環
境
の
改
善
や
資

源
の
安
定
を
図
る
た
め
、
更
に
継
続

支
援
を
し
、
合
わ
せ
て
シ
ジ
ミ
貝
種

苗
生
産
事
業
の
助
成
を
行
い
、
小
川

原
湖
の
主
要
な
漁
獲
物
の
資
源
確
保

に
引
き
続
き
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

林
業
に
つ
き
ま
し
て
も
、
森
林
整

備
地
域
活
動
事
業
並
び
に
造
林
間
伐

事
業
に
継
続
的
に
支
援
し
、
林
業
経

営
の
安
定
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
主
な
る
施
策
に
つ
い
て

述
べ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
地
方
創

生
・
一
億
総
活
躍
社
会
の
実
現
の
た

め
、
今
後
と
も
町
民
の
皆
様
の
声
を

真
摯
に
受
け
止
め
、諸
施
策
を
講
じ
、

一
段
の
町
政
運
営
に
努
め
て
ま
い
り

ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

　

結
び
に
今
年
が
東
北
町
に
と
っ

て
、
ま
た
、
町
民
の
皆
様
に
と
っ
て

も
明
か
る
い
良
き
年
で
あ
り
ま
す
よ

う
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
る
と
と

も
に
「
東
北
町
の
限
り
な
い
未
来
の

た
め
に
」
何
と
ぞ
町
民
の
皆
様
の
お

力
添
え
と
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
を
お
願

い
申
し
上
げ
ま
し
て
新
年
の
あ
い
さ

つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

新年のあいさつ









7 １月
広報

　三沢市　
◎三沢市民俗芸能公演会
・と　き　平成28年1月11日㈪㈷　10時～15時
・ところ　三沢市公会堂�小ホール
・問合せ　三沢市生涯学習課文化振興係
　　　　　℡�0176-53-5111内線379
◎高校生パフォーマンスライブ
・と　き　平成28年2月7日㈰　13時～
・ところ　スカイプラザミサワ2階
・問合せ　Resonance（レゾナンス）
　　　　　℡�090-6625-2253

　十和田市　
◎奥入瀬イルミネーション2015
・と　き　開催中�～�2月28日㈰まで
・ところ　奥入瀬温泉郷中心街エリア�（焼山地区）
・問合せ　奥入瀬インフォメーション
　　　　　℡�0176-74-2700
◎第28回とわだ雪見ラリー
・と　き　2月3日㈬　18時～
・ところ　十和田商工会館（受付場所）
・問合せ　十和田商工会議所
　　　　　℡�0176-24-1111

　平成27年10月５日のマイナンバー制度施行に伴い、町民の皆様一人一人に「通知カード」が送付されておりま
す。不在などの理由により返戻された通知カードは、現在役場で保管しております（役場での保管期間は概ね
３ヶ月です）。以下の書類を持参の上、役場町民課窓口まで受取にお越しください。
　※旧上北町地区の方は役場本庁舎、旧東北町地区の方は役場分庁舎へお越しください。
　※１月28日・29日は、午後７時まで時間を延長して交付をします。
　　○世帯主又は同じ世帯の方が来庁する場合
　　　【必要な書類】・本人確認書類　Ａから１点　又は　Ｂから２点
　　○代理人が来庁する場合（同一世帯員以外の方）
　　　【必要な書類】・該当世帯員の本人確認書類　Ａから１点　又は　Ｂから２点
　　　　・委任状・代理人の本人確認書類　Ａから１点　又は　Ｂから２点

■問 合 せ　役場町民課　℡�0175-63-2111　または　0176-56-3111

平成28年度の社員増強・社資増収運動がはじまります。
　日赤青森県支部では、平成28年２月１日より、平成28年度に実施する赤十字活動の資金確保のため、《赤十字
社員増強・社資増収運動》を実施いたします。
　日本赤十字社が果たすべき役割と《赤十字社員増強・社資増収運動》の主旨をご理解いただき、日赤青森県支
部が行う赤十字活動の普及・推進のため、東北町の住民のみなさまの赤十字社員への加入ならびに平成28年度の
社資（社資・寄付金）のご協力について、よろしくお願い申し上げます。

■問 合 せ　日本赤十字社青森県支部　組織振興課　℡017-722-2011

通知カード保管についてのお知らせ

赤十字活動資金にご協力ください

本人確認書類は次のいずれかをご用意ください。（コピー不可）
　Ａ．官公署から発行された顔写真付の身分証明書
　　　運転免許証　パスポート　住民基本台帳カード（写真付）、身体障害者手帳、愛護手帳（療育

手帳）、在留カード、特別永住者証明書など
　Ｂ．上記Ａ以外の顔写真の無い身分証明書または「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載さ

れ町が適当と認めるもの
　　　健康保険証、介護保険証、年金手帳、預金通帳、医療受給者証、診察券、社員証、学生証など

TOPICS



8１月
広報

２．職場ストレスに強くなる心の習慣

～心を軽くする８つの考え方～

①気分本位をやめる
②完全主義に陥らない
　�「100点満点でなければ、0点も同然だ」と考
えていませんか？完璧を求めすぎると精神的
な負担となります。

③過去にこだわらない
　�過去はもう済んでしまったこと。変えられる
のは未来と自分です。

④ひがみっぽくならない
⑤休養をとる
⑥目先にこだわらない
⑦腹をたてない
⑧不安を受け入れる

　不安な気持ちになるからこそ慎重に行動でき
たり、周囲に配慮できたりするものです。心が
発するメッセージに耳を傾けてみましょう。

　心や体が疲れているとき、物事の捉え方は
偏ったり、視野が狭くなったりします。考えに
行き詰まったときには、しっかり睡眠・休息を！

129

１･２月の健康カレンダー
問い合わせ先：保健衛生課
東北町保健福祉センター　0175ｰ63ｰ2001
上北保健福祉センター　　0176ｰ56ｰ2933

事 業 名 対　　象　　者 実　施　日 受付時間 実施場所

乳児健診
乳児相談

・３～４カ月児(小児科診察）
　（平成27年９月２日～
　　　　　　　　平成27年９月29日生まれ）
＊対象者には個別通知します

１月18日（月）

12：45 ～
　　13：00

七 戸 病 院
健 康 管 理
セ ン タ ー

（小児科診察と股関節
脱臼検査の日程が別
日になります）

・３～４カ月児(小児科診察）
　（平成27年９月30日～
　　　　　　　　平成27年10月５日生まれ）
＊対象者には個別通知します

１月25日（月）

・３～４カ月児(小児科診察）
　（平成27年10月６日～
　　　　　　　　平成27年10月19日生まれ）
＊対象者には個別通知します

２月８日（月）

幼児健診

・１歳６カ月児健診
　(平成26年５月、６月生まれ)

１月26日（火）
12：45 ～
　　13：00

東 北 町 保 健
福 祉 セ ン タ ー

・２歳６カ月児健診
　(平成25年５月、６月生まれ)

１月19日（火）
12：45 ～
　　13：00

上 北 保 健
福 祉 セ ン タ ー

・３歳児健診
　(平成24年５月～６月生まれ)

２月１日（月）
12：30 ～
　　12：45

東 北 町 保 健
福 祉 セ ン タ ー

ほがらか
教室

・40歳以上で自分または家族の協力で会場ま
で来られる方

・初めて参加する方は保健師までご連絡くだ
さい。

１月29日（金）
２月９日（火）

９：30 ～
　　12：00

上 北 保 健
福 祉 セ ン タ ー

１月27日（水）
２月10日（水）

９：30 ～
　　12：00

東 北 町 保 健
福 祉 セ ン タ ー

ポテトクラブ
（精神障害
　者の集い）

・心の病気を治療中で社会復帰を目指してい 
る方および家族の方

　 （初めて参加する方は申請書等の提出が必
要ですので保健師まで連絡ください。）

１月13日（水）
２月22日（月）

10：00 ～
　　12：00

東 北 町 保 健
福 祉 セ ン タ ー

つつじ作業所 毎週
月、水、木、金

10：00 ～
　　15：00

中 央 公 民 館

所内健康相談 ・町民

毎週水曜日
９：00 ～
　　15：00

上 北 保 健
福 祉 セ ン タ ー

毎週
火、木曜日

東 北 町 保 健
福 祉 セ ン タ ー

１月29日（金）
13：00 ～
　　15：00

宝 湖 館

乳幼児健診、予防接種などを受ける際は、母子健康手帳を忘れずにお持ちください。





10１月
広報

■申告相談の注意事項
　○�待ち時間の短縮のため、申告の前に伝票や領収書などの仕分けをし、必要な書類は事前に集
計・整理しておき、内容の分かる方がお越しください。

　○�医療費の明細書を作成していない場合は、申告会場で仕分け・集計をしていただきますので、
なるべく事前の作成をお願いします。

　○�税務署から確定申告書が送付された方は、所得税の予定納税額等を確認するため、申告相談
に持参下さるようお願いします。

　○青色申告及び消費税（本則）申告は受付できませんので、最寄りの税務署でお願いします。
　○�都合により指定日に申告できない方は、日程表を確認し、上北会場は２月25日午前中まで、

東北会場は３月15日までの間に申告してください。ただし、例年大変混み合いますので、で
きるだけ指定日に申告してください。

■注意
　○�収入のなかった方や非課税の年金のみ（障害者年金、遺族年金など）を受給している方であっ
ても、その旨の申告が必要です。

　○�給与所得者で年末調整がお済みでない方や事業所得者（農業、営業）で、国民健康保険税や
国民年金保険料などの社会保険料控除・扶養控除・医療費控除など各種所得控除を受けよう
とする方は、申告が必要です。

　○�申告をしていないと所得証明書・課税証明書の交付や国民健康保険税・後期高齢者医療保険
料の軽減措置が受けられない場合があります。

■問 合 せ　役場　税務課　℡�0176-56-3111　または　℡�0175-63-2111

申告時の収支内訳書（もしくは帳簿）の提示について
　平成26年１月から個人の白色申告の方で事業（営業、農業）や不動産貸付等を行う全ての
方は、記帳と帳簿書類の保存が義務化されました。
　これにより所得税・住民税の申告相談には、収支内訳書の提示（必須）に加え、記帳され
た帳簿の提示が必要になる場合があります。収支内訳書（もしくは帳簿）の提示がない場合
は、申告相談の受付ができませんので、ご理解をお願いします。記帳をしていない方は申告
会場で記帳していただくか、記帳をしてからの来庁となりますので、事前の記帳をお願いし
ます。

　記帳の仕方が分からない方は、平成28年１月末日まで役場税務課および分室で事前指導を
実施しております。

　記帳・帳簿等の保存制度の詳細については、国税庁ホームページ（http：//www.nta.go.jp）
の「個人で事業を行っている方の帳簿・記録の保存について」でご覧ください。

申告相談を行います
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■申告相談日

上北会場 ２月８日㊊～２月25日㊍

東北会場 ２月26日㊎～３月15日㊋
　日程については、12、13ページをご覧ください。

■申告に必要なもの

印 鑑 所得税の振替納税を希望する場合は、通帳に使用している印鑑と口座番号

源 泉 徴 収 票 給与収入、年金収入がある方

事 業 収 支
内 訳 書

事業収入（農業、漁業、酪農、小売業、飲食業、理美容業、不動産など）
のある方は、収入金や必要経費が分かる書類を科目ごとに仕分けし、内訳
書を作成してください。（内訳書は、役場本庁舎分室または分庁舎税務課
にあります。）
※�収支内訳書（もしくは記帳した帳簿）の提示がない場合は、申告相談の
受付ができませんので、ご理解をお願いします。

保 険 料 控 除
証 明 書

生命保険料（一般、個人年金、介護用）、地震（旧長期損害）保険料の控
除証明書

国 民 年 金
保 険 料 領 収 書

国民年金保険料を納付した方は、日本年金機構発行の控除証明書または領
収書（平成27年１月１日から12月31日までに支払った分。領収書の場合、
一括納付以外は平成26年度と27年度にまたがっていますので、両方必要で
す。）

医 療 費 明 細 書
医療費控除を受ける方は、領収書と明細書（領収書を個人別、病院別に仕
分けし、明細書を作成してください。明細書は、役場本庁舎分室または分
庁舎税務課にあります。）

確 定 申 告 書 税務署から送付された方のみ

預 金 通 帳 還付を受ける方、振替納税を希望する方

■申告をしなくてもいい方
　○給与所得だけの方で、年末調整が終わっている方およびその扶養になっていて収入のない方
　○税務署、税理士、青色申告、インターネットなどで申告している方
　○�公的年金収入だけの方で、65歳以上の方は年金収入148万円以下、65歳未満の方は年金収入98
万円以下の方（住民税が課税されません。）

所得税、住民税の
お知らせ
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平成27年分申告相談日程表（東北会場）

会場：東北町コミュニティセンター
　　　２階集会室

午　前　　8：45～11：30
時 間　　　　　　　　　　　　　　

午　後　　1：00～４：00

月　日 曜日 地　　区　　名

２月26日 金 宇道坂・添ノ沢・石坂・湯沢・上清水目・下清水目・上板橋
北栄・林口・長者久保・豊ヶ丘・下板橋・南平・夫雑原

２月29日 月 千曳・石文・大平・トキワ・向平
横沢・淋代・数牛・豊畑・豊瀬

３月１日 火 水喰・豊前・中村・浜台
細津・萠出・切左坂・野田頭・五十嵐・大池・美須々・柵

３月２日 水 長久保・狼ノ沢・土橋
甲地・御料・漆玉

３月３日 木 滝沢・旭・豊栄・田ノ沢・郡山
巴蘭・徳万舘・蒼前

３月４日 金 鶴ケ崎・舟ケ沢・蓼内
乙部・枋木・輝ケ丘・寒水

３月７日 月 内蛯沢
外蛯沢

３月８日 火 保戸沢
上畑・大旗屋・向旗屋・大向旗屋・塔ノ沢・千代畑

３月９日 水 坂下町・明美・緑町・松風荘
乙供元町・馬込・朝日団地

３月10日 木 乙供新町・表町
乙供栄町・みどりヶ丘団地

３月11日 金 乙供本町・公園団地・空自団地・桜木町・舘花

３月14日 月
指定日に申告できなかった人

（例年大変混み合いますので、できるだけ指定日に申告してください）
３月15日 火

※受付日時等の指定をしておりますが、当日の混み具合に応じて、再度のご来庁をお願いする場
合がございますので、その際はあしからずご了承下さい。

申告する前に、医療費明細書や収支内訳書もしくは帳簿（事業所得者）を作成しましょう
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平成27年分申告相談日程表（上北会場）

会場：東北町役場本庁舎　３階大会議室
　　　（２月８日～２月25日の午前中まで）

午　前　　8：45～11：30
時 間　　　　　　　　　　　　　　

午　後　　1：00～４：00

月　日 曜日
午　　　　前 午　　　　後

地　区　名 （世帯番号） 地　区　名 （世帯番号）

２月８日 月 豊田・栄沼・花向町 本　　　町

２月９日 火 新　　　町 （22-1～200） 新　　　町 （22-201～）

２月10日 水 栄　　　町（下） 栄　　　町（上）

２月12日 金 南　　　町 旭　　　町（下） （26-1～250）

２月15日 月 旭　　　町（下）
旭　　　町（上） （26-251～） 沼崎本村・向山

２月16日 火 上　　　野（下） 上　　　野（上）

２月17日 水 上　　　野（南）
境　ノ　沢 虫　神・菩提寺

２月18日 木 新　　　山 （11-1～100） 新　　　山
大　　　洞 （11-101～）

２月19日 金 新舘・八幡・戸舘 赤平・中岫平・
才市田

２月22日 月 小　川　原（北） 小　川　原（南）

２月23日 火 大　　　浦 徳　万　才

２月24日 水 指定日に申告できなかった人
（例年大変込み合いますので、できるだけ指定日に申告してください）

２月25日 木 指定日に申告できなかった人 移動日（東北会場の準備）

※�受付日時等の指定をしておりますが、当日の混み具合に応じて、再度のご来庁をお願いする場
合がございますので、その際はあしからずご了承下さい。
※�平成17年3月31日以降に転入・転居・世帯分離した方は、表中の世帯番号は気にせず、該当する
地区名の相談日（該当する地区が数日にまたがっている場合はそのいずれかの日）にご来庁く
ださい。

申告する前に、医療費明細書や収支内訳書もしくは帳簿（事業所得者）を作成しましょう

お知らせ
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　町では、子どもの健全育成と福祉の向上を図るため、次のような制度があります。

詳細については、役場　福祉課　℡0176-56-3111（代）　または　℡0175-63-2111（代）までご連絡ください。

　ひとり親家庭などを対象に医療費（保険適用分）の助成事業を行っています。
　助成を受けるためには、あらかじめ申請して認定を受ける必要がありますので、申請が済
んでいない方や認定を受けていても更新をしていない方は、お早めに手続きを行ってください。

■手続きに必要なもの　○印鑑　○親または養育者、子どもの保険証の写し

助成対象者 助成内容 助成方法

児童（乳児から高校卒業前児童など） 通院および入院
（食事分除く）

現物給付、償還払い

父、母または養育者 償還払い

　乳児から高校卒業前児童を対象に医療費（保険適用分）の助成事業を行っています。
　助成を受けるためには、あらかじめ申請して認定を受ける必要がありますので、申請が済んでい
ない方や認定を受けていても更新をしていない方は、お早めに手続きを行ってください。

■手続きに必要なもの　○印鑑　○子どもの保険証の写し

助成対象者 助成内容 助成方法

乳児から高校卒業前児童など 通院および入院（食事分除く） 現物給付、償還払い

詳細については、広報とうほく12月号の17ページをご覧ください。

■入所資格　両親が次のいずれかに該当し、児童を保育することができない場合。
　○家庭外で仕事をする場合　○家庭内で仕事をする場合　○出産で保育できない場合
　○病気・心身障害の場合　　○病人、心身障害者の介護の場合　○家庭の災害の場合

児童をお持ちの保護者の方へ福祉課からのお知らせです。

ひとり親家庭等医療費助成事業

保育所、認定こども園の申込みは忘れずに

申込
締切

申込
場所1月29日㊎ ○各保育所、認定こども園

○ 役場福祉課（本庁舎、分庁舎ど
ちらでも可）

医療費助成事業
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　児童扶養手当とは、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭（ひとり親家庭等）
の生活の安定と自立の促進に寄与し児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

■手当てを受けることができる方
　次のいずれかに該当する児童について保護監督している父母、又は養育者に支給されます。
　①父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
　②父または母が死亡した児童
　③父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
　④父または母の生死が明らかでない児童
　⑤父または母と引き続き１年以上連絡がとれず養育を放棄されている児童
　⑥父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童（平成24年8月から追加）
　⑦父または母が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童
　⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童　など
　⑨棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
　※�児童が施設に入所している場合や児童の父母が事実婚状態の場合、公的年金など（遺族年金含
む）を受け取ることができる場合は対象となりません。

■手続きに必要なもの
　○印鑑（スタンプ印不可）　　○戸籍謄本
　○請求者と児童を含む同居している方全員分の住民票（世帯分離している場合を含む）
　○請求者（親または養育者）の通帳

■手当額（所得制限額超過の場合は支給なし）
　全部支給　月額42,000円　　　　　　　　　　　�　※児童２人以上の加算額
　一部支給　所得額に応じて月額9,910円～41,990円　2人目：5,000円、3人目以降：1人につき3,000円

　特別児童扶養手当とは、精神または身体中度以上の障害を有する児童（20歳未満）を監護してい
る父または母、養育者に支給される手当です。
　なお、児童が児童福祉施設に入所している場合や、障害を事由とする公的年金を受給している場
合は対象となりません。

■手続きに必要なもの
　○印鑑（スタンプ印不可）　　○請求者と児童の戸籍謄本
　○請求者と児童を含む同居している方全員分の住民票（世帯分離している場合を含む）
　○児童の障害程度について所定の診断書および身体障害者手帳または愛護手帳
　○請求者（親または養育者）の通帳

■手当額（所得制限額超過の場合は支給なし）
　○重度障害児の場合　１人につき月額51,100円
　○中度障害児の場合　１人につき月額34,030円

児童扶養手当

特別児童扶養手当

お知らせ
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　上十三消防指令センターは「七戸町・東北町」「十和田市・六戸町」「三沢市」「野辺地町・
横浜町・六ヶ所村」の４つの消防本部の119番をすべて受付け、救急車や消防車への出動指令
などの通信関連業務の運用を共同で行います。これまで同様に受付けした119番通報により管
轄の担当消防署へ出動指令が出され救急車や消防車が出動します。
　119番通報は、落ち着いて市町村名を伝え、係員の指示に従って通報してください。

■問 合 せ　中部上北広域事業組合　消防本部　℡�0176-62-3142

～平成28年２月１日から七戸町・東北町の緊急通報119番が
「上十三消防指令センター」で受付けすることになります～

○ジェネリック医薬品のご紹介
　先発医薬品（これまで使われてきた新薬）の特許が切れた後に医薬品メーカーが製造・販
売する「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」は、厚生労働省から「先発医薬品と同じ有効成
分を同量含んでおり、（先発医薬品と）同等の効能や効果が得られる」と認められた医薬品で
す。先発医薬品に比べて薬の値段が３割～５割程度安くなる可能性があります。ぜひジェネ
リック医薬品をご活用ください。なお、ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬剤
師にご相談ください。
※�ジェネリック医薬品を希望する方は、お薬手帳の表紙に貼付箇所がありますので、町民課
後期高齢者医療係より配布された「ジェネリック医薬品希望シール」をご活用ください。
詳しくは、青森県後期高齢者医療広域連合（℡017－721－3821）または町民課後期高齢者
医療係（℡0176－56－3111　内線546）までお問い合わせください。

○保険料を納期限内に納めましょう
　・�保険料を滞納すると、通常より有効期限が短い保険証（短期被保険者証）が交付される

ことがあります。
　・�天災その他特別な事情で保険料を納めることが著しく困難になった場合は、申請により
減免等を受けられることがありますので、お早めにご相談ください。

　・�納付書でお支払いの方は便利で確実な口座振替をご利用ください。口座振替への変更は
市町村の担当課または金融機関で随時受付しております。詳しくは、町民課後期高齢者
医療係（℡0176－56－3111　内線546）までお問い合わせください。

○健康診査を受けましょう
　後期高齢者医療制度に加入している方を対象に、１年に１回無料で受けられる健康診査を
実施しています。詳しくは、保健衛生課健康診査係（℡0175－63－2001）までお問い合わせ
ください。

消防本部からのお知らせ

後期高齢者医療被保険者のみなさまへ



17 １月
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　消防署では、救命講習を実施しています。従来の心肺蘇生法は2012年６月に一部改正となりましたの
で、この機会に心肺蘇生法とＡＥＤの使用法をみんなで学びましょう。
講習会等のお問い合わせは、最寄りの消防署へご連絡ください。

開催日時 開催場所 受付期間 募集人員 お問い合わせ
２月７日（日）
9：00～12：00 中央消防署 ２月６日まで 30人 中央消防署

℡0176-62-3141
２月14日（日）
9：00～12：00 上北消防署 ２月13日まで 20人 上北消防署

℡0176-56-2119
２月21日（日）
9：00～12：00 東北消防署 ２月20日まで 20人 東北消防署

℡0175-63-2520

※受付は、各消防署窓口で行います。また、電話での受付も行っています。
　　対象者は、中学生以上の方になります。受講料は無料です。

　財団法人自治総合センターでは、宝くじ
の受託事業収入を財源としてコミュニティ
活動を行なう市町村、地域住民のコミュニ
ティ組織などを助成対象にコミュニティの
健全な発展を図るとともに宝くじの普及活
動事業を行なっております。
　平成27年度は、町内会の意見要望を取り
まとめ、ごみ収集箱の損傷が大きい町内か
ら同補助金を活用して50台更新しました。

■問 合 せ　役場　企画課　℡�0176-56-3111

中部上北広域事業組合消防本部からのお知らせ

宝くじ助成金で整備しました

平成27年度自衛官募集のご案内
募集種目 応募資格 受付期間 試験期日 試験場所（予定）

自衛官候補生 男 18歳以上
27歳未満

年間を通じて
行っております。 受付時にお知らせします。受付時にお知らせいたします。

防衛大学校
一般採用試験
（後期日程）

男
女

18歳以上21歳未満
（細部は募集要項を確認）

28年１月20日（水）
～

28年１月29日（金）

１次：28年２月20日
２次：28年３月18日

一次試験
仙台駐屯地
二次試験
防衛大学校

◎　詳細については、下記までお問い合わせ下さい。
〒033－0037　三沢市松園町三丁目６－16　中野プラザビル２Ｆ（ユニバース松園店隣）
　　　　　　　　　自衛隊青森地方協力本部　三沢募集案内所
　　　　　　　　　電話、ＦＡＸ　0176－53－1346　（平日08：45～17：30）
　　　　　　　　　e-mail�：�aomori.pco.misawa@rct.gsdf.mod.go.jp

お知らせ



18１月
広報

番組内容
■ニュースフラッシュとうほく＆お知
らせ＆広報とうほくテレビ版　町の出
来事の紹介およびイベント情報などの
お知らせ（放送時間30分）
■東北町町制施行10周年記念式典
10周年記念式典の様子などを紹介
■イベントチャンネル　町内のイベン
トの模様
①アロハ�フラinおがわら湖2015
　（放送時間30分）
②おがわら湖Yosakoi2015
　（放送時間60分）
③第48回東北町湖水まつり
　（放送時間30分）
④2015東北町秋まつり
　（放送時間30分）
⑤2015東北町日の本中央まつり
　（放送時間30分）
■小川原湖の水景（提供：国土交通省）
小川原湖の四季折々の景色（放送時間
30分）
■サイエンスチャンネル　アスリート
解体新書（放送時間30分）

　東北町テレビの番組表は、テレビリ
モコンの「番組表」ボタンで確認する
こともできます。
　毎日、番組放送内容をずらして放送
いたしますので、その日の放送番組
は、テレビリモコンの「番組表」で確
認してください。
　なお、放送内容は変更となる場合が
ありますので、ご了承ください。
【問】役場�企画課
　℡�0176-56-3111または
　℡�0175-63-2111

地デジ11チャンネル 東北町テレビ １月の番組表

番号 番　　　　組
放送開始（6：00）

① ニュースフラッシュとうほく＆
お知らせ＆広報とうほくテレビ版

② 東北町町制施行10周年記念式典
③ イベントチャンネル⑤
④ サイエンスチャンネル

⑤ ニュースフラッシュとうほく＆
お知らせ＆広報とうほくテレビ版

⑥ 小川原湖の水景
⑦ イベントチャンネル③
⑧ イベントチャンネル⑤

⑨ ニュースフラッシュとうほく＆
お知らせ＆広報とうほくテレビ版

⑩ イベントチャンネル④
⑪ イベントチャンネル②

⑫ ニュースフラッシュとうほく＆
お知らせ＆広報とうほくテレビ版

⑬ イベントチャンネル⑤
⑭ サイエンスチャンネル
⑮ イベントチャンネル④

⑯ ニュースフラッシュとうほく＆
お知らせ＆広報とうほくテレビ版

⑰ イベントチャンネル①
⑱ イベントチャンネル⑤
⑲ 東北町町制施行10周年記念式典

⑳ ニュースフラッシュとうほく＆
お知らせ＆広報とうほくテレビ版

� イベントチャンネル④
� 小川原湖の水景
� イベントチャンネル⑤

� ニュースフラッシュとうほく＆
お知らせ＆広報とうほくテレビ版

� サイエンスチャンネル
� イベントチャンネル④
� イベントチャンネル③

� ニュースフラッシュとうほく＆
お知らせ＆広報とうほくテレビ版

� 小川原湖の水景
� サイエンスチャンネル
� イベントチャンネル④

放送終了（22：00）
















